
 

 

 

和解（一部）契約書 
原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件（以下「本件」と

いう。）について、申立人Ｘ１（以下「申立人１」という）、同Ｘ２（以下「申立人

２」という）、同Ｘ３（以下「申立人３」という）及び同Ｘ４（以下「申立人４」と

いい、申立人ら４名を合わせて「申立人ら」という。）と被申立人東京電力株式会社

（以下「被申立人」という。）は、次のとおり部分的に和解する。 
第１ 和解の範囲 
 １ 申立人１と被申立人は、本件に関し、下記の損害項目（下記の期間に限る。）

について和解することとし、それ以外の点については、本和解の効力は及ばな

いことを相互に確認する。 
記 

    損害項目 ①一時立入交通費及び内部被ばく検査にかかる交通費（その他

の交通費の増加分は除く。） 
         ②避難費用のうち家財購入費 
         ③就労不能損害 
         ④精神的損害（ただし、中間指針第３の６（指針）Ⅰ）に規定

する精神的苦痛に対する慰謝料（以下「日常生活阻害慰謝料」

という。）のうち、中間指針第３の６（指針）Ⅲ）に規定する

金額及び原子力損害賠償紛争解決センター総括基準（避難者

の第２期の慰謝料について）第１（総括基準）に規定する金

額に限るものとする。） 
    期  間 自 平成２３年３月１１日 至 平成２４年３月３１日 
（但し、④については、自 平成２３年３月１１日 至 平成２４年８月３１日） 
２ 申立人２と被申立人は、本件に関し、下記の損害項目（下記の期間に限る。）

について和解することとし、それ以外の点については、本和解の効力は及ばな

いことを相互に確認する。 
記 

損害項目 ①精神的損害（ただし、中間指針第３の６（指針）Ⅰ）に規定

する精神的苦痛に対する慰謝料（以下「日常生活阻害慰謝料」

という。）のうち、中間指針第３の６（指針）Ⅲ）に規定する

金額及び原子力損害賠償紛争解決センター総括基準（避難者

の第２期の慰謝料について）第１（総括基準）に規定する金

額に限るものとする。） 

警戒区域から関東地方に避難した家族４名の日常生活阻害慰謝料について、知

的障害のある子供につき月１０割、精神疾患のある母親につき月３割、両名の介

護を行った父親及び子供につきその負担期間に応じて月３から１０割増額する

とともに、父親の仕事による家族の別離につき世帯月額３万円を増額した事例。 
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期  間 自 平成２３年３月１１日 至 平成２４年８月３１日 
３ 申立人３と被申立人は、本件に関し、下記の損害項目（下記の期間に限る。）

について和解することとし、それ以外の点については、本和解の効力は及ばな

いことを相互に確認する。 
記 

損害項目 ①精神的損害（ただし、中間指針第３の６（指針）Ⅰ）に規定

する精神的苦痛に対する慰謝料（以下「日常生活阻害慰謝料」

という。）のうち、中間指針第３の６（指針）Ⅲ）に規定する

金額及び原子力損害賠償紛争解決センター総括基準（避難者

の第２期の慰謝料について）第１（総括基準）に規定する金

額に限るものとする。） 
期  間 自 平成２３年３月１１日 至 平成２４年８月３１日 

４ 申立人４と被申立人は、本件に関し、下記の損害項目（下記の期間に限る。）

について和解することとし、それ以外の点については、本和解の効力は及ばな

いことを相互に確認する。 
記 

損害項目 ①精神的損害（ただし、中間指針第３の６（指針）Ⅰ）に規定

する精神的苦痛に対する慰謝料（以下「日常生活阻害慰謝料」

という。）のうち、中間指針第３の６（指針）Ⅲ）に規定する

金額及び原子力損害賠償紛争解決センター総括基準（避難者

の第２期の慰謝料について）第１（総括基準）に規定する金

額に限るものとする。） 
期  間 自 平成２３年３月１１日 至 平成２４年８月３１日 

第２ 和解金額 
 １ 申立人１について 
   被申立人は、申立人１に対し、第１項の１記載の損害項目及び期間について

の和解金として、８０４万７２２３円の支払義務があることを認める。 
（内訳）①一時立入交通費及び内部被ばく検査にかかる交通費（その他の交通

費の増加分は除く。）     １５万４０００円 
      ②避難費用のうち家財購入費  ７０万４６５３円 
      ③就労不能損害       ５２４万８５７０円 
      ④精神的損害        １９４万００００円 
２ 申立人２について 

   被申立人は、申立人２に対し、第１項の２記載の損害項目及び期間について

の和解金として、１９４万００００円の支払義務があることを認める。 
（内訳）①精神的損害        １９４万００００円 

３ 申立人３について 
   被申立人は、申立人３に対し、第１項の３記載の損害項目及び期間について

の和解金として、１９４万００００円の支払義務があることを認める。 
（内訳）①精神的損害        １９４万００００円 



４ 申立人４について 
   被申立人は、申立人４に対し、第１項の４記載の損害項目及び期間について

の和解金として、１９４万００００円の支払義務があることを認める。 
（内訳）①精神的損害        １９４万００００円 

第３ 支払方法 
   （省略） 
第４ 清算条項 

 申立人らと被申立人は、第１項記載の損害項目の内、精神的損害項目以外の

損害項目（同項記載の期間に限り、その遅延損害金を含む。）について、本和

解に定めるもののほか、当事者間に何らの債権債務のないことを相互に確認す

る。 
第５ 手続費用 
   本件に関する手続費用は、各自の負担とする。 
 
本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人ら及び被申立人

が記名押印の上、申立人らが１通を、被申立人が１通をそれぞれ保有するものとす

る。また、被申立人は、本和解契約書の写し１通を、原子力損害賠償紛争解決セン

ターに交付する。 
平成２４年１０月１８日 
 
 
（仲介委員長 堀井敬一、仲介委員 桑野雄一郎、同 本山正人） 



 

 

 

和解契約書（全部） 
原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件（以下「本件」と

いう。）について、申立人Ｘ１（以下「申立人１」という）、同Ｘ２（以下「申立人

２」という）、同Ｘ３（以下「申立人３」という）及び同Ｘ４（以下「申立人４」と

いい、申立人ら４名を合わせて「申立人ら」という。）と被申立人東京電力株式会社

（以下「被申立人」という。）は、次のとおり和解する。 
第１ 和解の範囲 
   申立人らと被申立人は、本件に関し、下記の損害項目（下記の期間に限る。）

について和解することとし、それ以外の点については、本和解の効力は及ばな

いことを相互に確認する。 
 １ 損害項目及び損害額 
（１）申立人１について 
 ① 避難交通費                     ７１，０００円 
 ② 避難滞在費                     ８３，８２０円 
 ③ 家財購入費等                    ８２，５５９円 
 ④ 通信費増加                    １３７，５８０円 
 ⑤ 教育費増加                     ５０，０００円 
 ⑥ 交通費増加                  １，２１４，０００円 
 ⑦ 就労不能損害                 ９，０５５，９５１円 
 ⑧ 財産損害                   ６，７５０，０００円 
 ⑨ 精神的損害（ペット喪失分を含む。）       １，２６４，０００円 
 ⑩ 弁護士費用（上記①から⑨の請求にかかるもの。なお、一部和解済みの損害

項目及び損害額を含む。）               ８０２，６８４円 
（２）申立人２について 
 ① 精神的損害                    ９１２，０００円 
 ② 弁護士費用（上記①の請求にかかるもの。なお、一部和解済みの損害項目及

び損害額を含む。）                   ８５，５６０円 
（３）申立人３について 
 ① 精神的損害                  １，３５２，０００円 
 ② 弁護士費用（上記①の請求にかかるもの。なお、一部和解済みの損害項目及

び損害額を含む。）                   ９８，７６０円 
（４）申立人４について 
① 精神的損害                  １，９４０，０００円 

警戒区域から関東地方に避難した家族４名の日常生活阻害慰謝料について、知

的障害のある子供につき月１０割、精神疾患のある母親につき月３割、両名の介

護を行った父親及び子供につきその負担期間に応じて月３から１０割増額する

とともに、父親の仕事による家族の別離につき世帯月額３万円を増額した事例。 
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 ② 弁護士費用（上記①の請求にかかるもの。なお、一部和解済みの損害項目及

び損害額を含む。）                  １１６，４００円 
 ２ 期間 
（１）上記１（１）①②③⑤⑥⑧ 
   自 平成２３年３月１１日 至 平成２４年３月３１日 
（２）上記１（１）④ 
   自 平成２３年３月１１日 至 平成２４年２月２９日 
（３）上記１（１）⑦ 
   自 平成２３年３月１１日 至 平成２６年２月２８日 
（４）上記１（１）⑨、（２）①、（３）①及び（４）① 
   自 平成２３年３月１１日 至 平成２４年８月３１日 
（５）上記１（１）⑩、（２）②、（３）②及び（４）② 
   各損害項目に準じる。 
第２ 和解金額 
   被申立人は、申立人らに対し、前項の損害項目及び期間についての和解金と

して、金２４０１万６３１４円の支払義務のあることを認める。 
第３ 既払金 
   申立人ら及び被申立人は、被申立人が申立人らに対し、第１項記載の損害に

対する賠償金として、仮払金２２０万円を支払済みであることを確認する。 
第４ 支払方法 
   （省略） 
第５ 清算条項 

 申立人らと被申立人は、第１項記載の損害項目（同項記載の期間に限り、そ

の遅延損害金を含む）については、本和解に定めるもののほか、当事者間に何

らの債権債務のないことを相互に確認する。ただし、財物損害及び精神的損害

については、本和解に定める金額を超える部分につき清算の効力は及ばず、申

立人らが被申立人に対して別途損害賠償請求することを妨げないことを相互

に確認する。 
第６ 手続費用 
   本件に関する手続費用は、各自の負担とする。 
 
本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人ら及び被申立人

が記名押印の上、申立人らが１通を、被申立人が１通をそれぞれ保有するものとす

る。また、被申立人は、本和解契約書の写し１通を、原子力損害賠償紛争解決セン

ターに交付する。 
平成２５年３月２７日 
 
 
（仲介委員長 堀井敬一、仲介委員 桑野雄一郎、同 本山正人） 


